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仕事と家庭の両立支援対策の概要  

労働者への支援  取組促進  事業主への支援暮   等の施行  育児・介護休業法   

保育ニーズヘの対応  次世代法に基づく事業主の取組  

推進  

妊娠・出産後の母性保護、母性  
健康管理  

イ待機児童ゼロ作戦」の推進、延長保育や  
休日保育など多様な保育サービスの実施  

・放課後児童クラブの推進  

・急な保育ニーズヘの対応として、「ファミ  
リー・サポートセンター」の設置促進  

・仕事と家庭を両立しやすい環境の整備等  

に関する行動計画の策定・届出  

（301人以上は義務、300人以下は努力義務）  

■計画に定めた目標の達成など、一定の基  
準を満たした企業を認定  

・産前産後休業（産前6週、産後8週）  

・軽易な業務への転換、時間外労働・深  
夜業の制限  

・医師の指導等に基づき、通勤緩和、休憩、  
休業等の措置を事業主に義務づけ  

・妊娠■出産を理由とする解雇の禁止  

等  

助成金を通じた事業主への支援  
育児等によりいったん離職した方  

への再就職・再就業支援  
・短時間勤務制度の導入など、両立支援に  
取り組む事業主へ各種助成金を支給  仕事と家庭を両立しやすい諸制  

度の整備  ■登録制による定期的な情報提供、個々の  
希望に応じた再就職プランの策定支援  

・「マザーズハローワーク」で、担当者制に  
よるきめ細かい相談等の支援  

・メンター紹介事業の実施や助成金の支給  

等による起業支援  

表彰等による事業主の意識醸成  

・子が1歳（一定の場合は1歳半）に達する  

までの育児休業等の権利を保障  

・子が3歳に達するまでの勤務時間の短縮  

等の措置を事業主に義務づけ  

・育児休業を取得したこと等を理由とする解  

雇その他の不利益取扱いの禁止  等  

・仕事と家庭のバランスに配慮した柔軟な  

働き方ができる企業を表彰（ファミリー・フレ  

ンドリー企業表彰）  

・両立のしやすさを点検・評価するための  

「両立指標」の開発・普及  

・行動計画など両立支援の取組を公表  

1三こ＝さ戸－  1よこ＝ゝ  
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安心して妊娠・出産し、働き続けることができる環境整備のための諸制度  

聞 

闘  

・母性健康管理の措置義務（通院休暇、通勤緩和など）  

・妊娠・出産を理由とする解雇の禁止、不利益取扱いに対する行政指導  

・軽易業務への転換、時間外労働・深夜業の制限  

・産前産後休業（産前6週間・産後8週間）   

・産前産後休業中の解雇禁止  

・出産育児一時金（35万円）  

・出産手当金（標準報酬日額の3分の2）  

（健康保険）  

母  

子  

保  

健  

サ  

l  

ビ  

ス   

一育児休業（申出により1歳（保育所に入れない場合は1歳6ケ月）まで休業可能）  

・育児休業を理由とした不利益取扱いの禁止  

・丹暦に彦婿ができ名よラ彪力願筈のj努力義務  

児童手当  

（3歳未満）  

出生順位に力  

・育児休業給付金  

（休業開始時賃金月額の40％）  

（雇用保険）  かわらず1  

円  

（3歳から小  

枝修了前）  

第1・2子 5  

小学校就学前までの  

・勤務時間短縮等の措置（短時間勤務、フレックスタイム制、始業一  
就業時間の繰上げ・繰下げ、所定外労働の免除、託児施設の設置運営  

その他便宜の供与）（3歳まで義務、胡夢以犀．努力嘉磨）  

・子の看護休暇制度（年5日）  

・時間外労働、深夜業の制限  

○待機児童ゼロ作戦  

○多様な保育サービスの充実  

・延長保育  

・休日保育  

・病児保育 など  

○放課後児童クラブ  

○ファミリー・サポート・センター  

円／第3子以  

降1万円  

扶養控除  

子1人につ  

き38万円  

（子が16～  

23歳の場  

合は63万  

円）の控除  

・ファミリー・フレンドリー企業の普及促進（表彰）  

・長時間労働の是正  



育児一介護休業法の概要  

※F線部は、前回の法改正により改正された部分（平成17年4月1日施行）  

1 育児休業制度   
労働者（日々雇用される者を除く。以卜川様。）は、その事業主に申しHることに   

より、7・が1歳に達するよでの間（f一が1歳を超えても休業が必要と認められる一定  
の場合には、子がl歳6か月に達するまで）、育児休業をすることができる。  

2 介護休業制度  
労働者は、その事業主に申しH」ることにより  対象家族1人につき、常時介護を必  

要とする状態に至るごとに1回、通算して9ニうlほで、介護休業をすることができる。  

有期契約労働者も対象  ※ 育児休業については、次のいずれにも該二±］する   
榊こと  

②琳り如こ   

達する日から1年を経過する口までに雇用関係が終√することが申出時蘭こおい て明ら   

かである者を除く）  

※※ 介護休業についても同様の考え方で有期契約労働者も対象  

3 子の看護休暇制度   
小学校入学までの子を養育する労働者は、  その事業主に申し出ることにより、1年   

に5日まで、射ために、休暇を取得することができる。   

4 時間外労働の制限  
事業主は、小学校入学までの子を養育し、又は常時介護を必要とする状態にある対   

象家族の介護を行う労働者が請求した場合においては、1か月24時間、1年150時間   
を超えて時間外労働をさせてはならない。   

5 深夜業の制限   
事業主は、小学校入学よでの子を養育し、又は常時介護を必要とする状態にある対   

象家族の介護を行う労働者が請求した場合においては、深夜において労働させてはな   
らない。   

6 勤務時間の短縮等の措置  
事業主は、1歳（子が1歳6か月に達するまで育児休業をすることができる場合に   

あっては、1歳6か月）に満たないナを養育し、又は常時介護を必要とする状態にあ  
る対象家族の介護を行う労働者で育児・介護休業をしない者については、次のいずれ  

まで育児休業をすることができる場釦こ  （子が1歳6か月に達する   かの措置を、1歳  
あっては、L歳6か月）から3歳に達するまでの子を養育する労働者については、育  
児休業に準ずる措置又は次のいずれかの措置を講じなければならない。   

短時間勤務制度、フレックスタイム制、始業・終業時刻の繰Lげ・繰下げ、   
所定外労働の免除（育児のみ）、託児施設の設置運営（育児のみ）、   

育児・介護費用の援助措置  

7 不利益取扱いの禁止   
事業主は、労働者が育児休業・介護休業  子の看護休暇の咋j出をし、又は取得した  

ことを理由として解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。  

8 転勤についての配慮   
事業主は、労働者の転勤についrごは、その育児又は介護の状況に配慮しなければな  

らない。   



男女の育児休業取得率  

H1111 H1444 H1666 H17  

女性   56．4   64．0  70．6   72．3  

男性   0．42   0．33  0．56  0．50  

※「子ども・子育て応援プラン」（目指すべき社会の姿）  

女性80％ 男性10％  

育児休業取得者数  

女性の育児休業取得率  

出産した女性労働者数  

育児休業取得者数  

男性の育児休業取得率 ＝  

配偶者が出産した   

男性労働者数   

厚生労働省「女性雇用管理基本調査」  



子が3歳に達するまでの勤務時間短縮等の措置の措置状況  

勤務時間短縮  

等の措置を実  短時間勤務制度   
施している  

フレックスタイム  始業・終業時刻 の繰上げ■繰下  
制度  除   

げ   
真の援助措置   

41．6   31．4   5．8   18．5   23．2   1．0   1．7   

事業所総数＝100％  

育児休業復帰者（女性）の勤務時間短縮等の措置の利用割合  

育児休業復帰  

者   短時間勤務制度  フレックスタイム  始業・終業時刻 の繰上げ■繰下 げ  所定外労働の免  事業所内託児施  育児に要する経    制度   除  三It 己又  真の援助措置   

100．0   18．2   2．8   8．9   7．0   4．4   0．9   

資料出所：平成17年度女性雇用管理基本調査（厚生労働省）  
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